
総務課　☎０７３８-２３-５５16
FAX０７３８-32-2324

　御坊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第７条の規定に基づき、｢令和４年度 御坊市人事行政の運営
等の状況｣を公表します。
　なお、市ホームページの内容を一部抜粋し、掲載していますので、詳細については、市のホームページをご覧く
ださい。

　仕事の業績を「職務目標の達成度」や「仕事
の成果」を把握した上で行われる業績評価と、
職務目標への取組過程を職位・職種により把握
した上で行われる能力・態度評価の両面から人
事評価を実施しています。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

２．職員の人事評価の状況

３．職員の給与の状況（令和４年４月１日現在）

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

５．職員の分限及び懲戒処分の状況(令和４年度)

令和４年４月１日現在職員数

307人303人 △８人 12人

令和５年４月１日現在職員数
令和４年４月２日～令和５年４月１日
退職者数 採用者数

154,600円185,200円
高校卒

167,100円
大学卒区　　　分

初　任　給
短大卒

評価期間

４月１日～翌年３月31日

区分
業績評価

能力・態度評価

対象者

全職員

41.7歳
平均年齢

311,000円

扶養親族を有する職員に支給（月6,500円～15,000円）
通勤距離（片道）が2㎞以上の職員に支給【自家用車等：月2,000円～31,600円、交通機関を利用：運賃相当額（上限55,000円）】
借家等に居住する職員に家賃月額の約1/2を支給（上限28,000円）
課長以上の管理職または施設長に支給（25,000円～43,600円）
6月期2.15月分、12月期2.25月分を支給
超過勤務手当、管理職員特別勤務手当等

♦１人あたりの支給額 ♦一般行政職の初任給の状況

総付与日数
6,835日

総取得日数
1,794日

全対象職員数
175人

平均取得日数
10.3日

消化率
26.2％

１人
分限処分

０人
懲戒処分

０人
法外処分処分内容

処分者数

59人
22.3％

人数
パーセント

１級級
31人
11.7％

２級
59人
22.3％

３級
47人
17.7％

４級
34人
12.8％

５級
31人
11.7％

６級
４人
1.5％

７級

平均給料月額

支給額等
♦手当制度の状況

♦等級及び職制上の段階ごとの職員数（行政職給料表（令和５年４月1日現在））

手当名

♦勤務時間
　勤務を要する曜日…毎週月曜日から金曜日までの週５日間
　　　　　　　　　　　　（国民の祝日及び12月29日から１月３日までを除く）
　１日あたりの勤務時間…８時30分から17時15分まで（休憩時間を除く、実質７時間45分勤務）
　１週あたりの勤務時間…38時間45分（７時間45分×５日間）
　年 間 総 勤 務 時 間…1898.75時間（38時間45分×52週間－（７時間45分×休日等15日））
♦休暇制度　年次休暇、病気休暇、産前産後休暇、配偶者出産休暇、結婚休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、
　　　　　　服喪休暇、妊婦健診等休暇、保育時間休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇、追悼休暇等
♦年次有給休暇の取得状況(令和４年１月１日～12月31日間の取得実績)

扶 養 手 当
通 勤 手 当
住 居 手 当
管 理 職 手 当
期末・勤勉手当
その他の手当

令和４年度 御坊市人事行政の運営等の状況について
年金生活者支援給付金請求手続きについて

国保年金課からのお知らせ 国保年金課　☎0738-23-5530
FAX0738-24-2890

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援する
ために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。
　新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から９月頃に請求可能な旨のお知らせが送付され
ています。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。
令和６年１月４日（必着）までに請求された場合、令和５年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
　既に年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、原則手続きは不要です。
　年金生活者支援給付金請求書を紛失または送付されているかご不明な場合や、以下の支給要件に該当すると思われ
る場合など、給付金請求に関することは、給付金専用ダイヤルまたは国保年金課年金係までお問い合わせください。
♦対象となる方（支給要件）
　1．老齢基礎年金を受給している方で、次の①～③の要件をすべて満たしている方
　　　①65歳以上である。
　　　②請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
　　　③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である。
　２．障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
　３．遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
♦日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。

♦問い合わせ　給付金専用ダイヤル　　　　　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）
　　　　　　　※050から始まる電話の方は　☎03-5539-2216（一般電話）

配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の妻（夫）の皆様へ
国民年金の手続きはお済みですか？

　厚生年金保険や共済組合に加入する配偶者の健康保険被扶養者で、20歳以上60歳未満の妻（夫）は、
第３号被保険者となり、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
　しかし次の場合、第３号被保険者から、国民年金保険料を被保険者自身が納めなくてはならない第１号被
保険者への変更手続きが必要です。

♦保 険 料 額　月額　16,520円（令和５年度）
♦手続き窓口　国保年金課
♦手続きに必要なもの
　１．本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 
　２．扶養からはずれた日のわかる書類の写し（健康保険被扶養者資格喪失証明書等）
♦問い合わせ　国保年金課　☎0738-23-5530　FAX0738-24-2890　　　　　　　　　

（１）会社員または公務員の夫（妻）が
　　　①退職した　②脱サラして自営業を始めた　③65歳になった　④亡くなった
（２）会社員または公務員の夫（妻）と離婚した
（３）妻（夫）自身の年収が増えて、配偶者の健康保険の被扶養者からはずれた　など

広報ごぼう 令和５年12月号広報ごぼう 令和５年12月号 6


